
一般会計補正予算（第８号）　　［令和２年１２月２２日議案提出］

　予算総額

　補正の内容

境　港　市　　　令 和 ２ 年 度 １２月 補 正 予 算（追加提案分）

（単位：千円）

会　計　区　分　等 補　正　額

一般会計補正予算（第８号） ２，２０４万７千円

Ａ 補正前の予算額 ２３５億３，９８８万２千円

Ｂ 補正額 ２，２０４万７千円

Ｃ 補正後の予算額（Ａ＋Ｂ） ２３５億６，１９２万９千円

財    源    内    訳

国 県 市 債 その他 一般財源

1 子育て支援課 3.2.4 ひとり親世帯臨時特別給付金給付事業 22,047 22,047 0

22,047 22,047 0 0 0 0

番
号

担 当 課

計

費目 事    業    名 補 正 額
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◎一般会計補正予算（第８号）　

[単位：千円]

ひとり親世帯臨時特別給付金給付事業

財　　　　源　　　　内　　　　訳

国 県 市債 その他 一般財源

3.2.4 補正額 22,047 22,047

金額 ■説明

○ひとり親世帯は、元々経済的基盤が弱く、その生活実態が依然として厳しい

　状況にあることから、国の第２次補正予算（６月12日成立）に伴って給付し

　た「低所得のひとり親世帯への臨時特別給付金」の対象世帯に対し、年内を

　目標として、再支給を行うことを国が決定した。本市でも、年内に再支給を

　行うため、必要となる給付費等を補正する。

◇支給対象者

　次の①～③のいずれかに該当する者

　　①令和２年６月分の児童扶養手当の支給を受けている世帯

　　②公的年金等(遺族年金等)を受給しているため児童扶養手当の支給を受け

　　　ていないひとり親世帯（収入が児童扶養手当の基準にある世帯）

　　③新型コロナウイルス感染症の影響を受けて１年間の収入が児童扶養手当

　　　の水準まで下がる見込みのひとり親世帯（家計急変世帯）

◇支給額

　・１世帯につき５万円

　・第２子以降１人につき３万円

◇給付申請について

（１）申請手続きが不要

　・支給対象者①の該当者、支給対象②・③の該当者で令和２年12月11日時点

　　で基本給付を受けている者又は申請中の者

（２）申請手続きが必要

　・支給対象者に該当するが、未申請のため基本給付を受けていない者につい

　　ては、令和３年２月26日までに申請を行うことで、第２次補正予算分及び

　　再支給分について支給を受けることができる。

◇スケジュール（予定）

　・申請手続きが不要な者へのお知らせ発送 12月22日

　・申請手続きが不要な者への再支給の実施 12月24日

　・令和２年12月11日から令和３年２月26日

　　までに申請があった者への支給 随時

◇補正内容

項　目 金　額

役務費 37

扶助費 22,010

計 22,047

◇財源内訳

　　国費 10/10（母子家庭等対策総合支援事業費）

内　　容

振込手数料：110円×334件

支給見込額：50,000円×334世帯＋30,000円×177人

19 扶助費 22,010

事業名

担当課 費　目 項目 事業費

子育て支援課

節別内訳

11 役務費 37
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